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▷申込 申請書に必要書類（申請者・同居人の所得・

　　　　納税証明書、住民票謄本等）を添付して提出

▷申込期限 １月６日㈪

▷家賃 １４，０００円〜５５，０００円（入居する住宅や

　　　　世帯収入・人数によって変動）

▷敷金　決定した家賃の３カ月分
※入居資格等の詳細は問い合わせください。

市営住宅松ヶ丘（象潟：鉄筋３階）  １７戸

　　　　　　Ｈ ５年築…２ＬＤＫ　１階２戸

　　　　　　　　　　　　　　　　 ２階１戸

　　　　　　　　　　　　　　　　 ３階３戸

　　　　　　Ｈ ６年築…２ＬＤＫ　１階１戸

　　　　　　Ｈ ７年築…２ＬＤＫ　２階１戸

　　　　　　　　　　　　　　　　 ３階１戸

　　　　　　Ｈ ８年築…２ＬＤＫ   １階１戸

　　　　　　　　　　　　　　　　 ３階２戸

　　　　　　Ｈ１０年築…１ＬＤＫ　３階２戸

　　　　　　　　　　　 ２ＬＤＫ　３階２戸

　　　　　　Ｈ２０年築…１ＬＤＫ　２階１戸

市営住宅建石（象潟：鉄筋３階） １８戸

　　　　　　Ｓ５３年築…２ＬＤＫ　１階２戸

　　　　　　　　　　　　　　　　 ２階２戸

　　　　　　　　　　　　　　　　 ３階３戸

　　　　　　Ｓ５５年築…２ＬＤＫ　２階２戸

　　　　　　　　　　　　　　　　 ３階１戸

　　　　　　Ｓ５６年築…２ＬＤＫ　３階３戸

　　　　　　Ｓ５７年築…２ＬＤＫ　３階２戸

　　　　　　Ｓ５９年築…２ＬＤＫ　２階２戸

　　　　　　　　　　　　　　　　 ３階１戸

　市営住宅さくら（仁賀保：鉄筋３階）  　１戸

　　　　　　Ｓ６３年築…２ＬＤＫ　　　１戸

　特定住宅つばき（仁賀保：木造２階）  　２戸

　　　　　　Ｈ　７年築…４ＬＤＫ　　　２戸

問

市営住宅等入居者募集
建設課☎３８－４３０７
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▷計画の名称 にかほ市地域防災計画

▷資料の閲覧 ・電子データ…市ＨＰ

　　　　　　　・紙冊子…防災課、金浦市民サービスセンター、市民課市民サービス班

▷資料閲覧・意見提出期限   １月１５日㈬

▷意見の提出方法 持参、郵送、ＦＡＸ、メールで、氏名・住所・電話番号を明記のうえ下記に提出

▷提出場所および問合先 〒０１８－０１９２　にかほ市象潟町字浜ノ田１番地　防災課

　　　　　　　　　　　　☎４３－７５０４／ＦＡＸ４３－５７０７／✉bousai@city.nikaho.lg.jp

「にかほ市地域防災計画（案）」に関するパブリックコメントの実施

本荘年金事務所☎２４－１１１１
市民課　国保年金班☎３２－３０３２

問

国民年金

～新成人の皆さんへ～  ２０歳になったら国民年金
国民年金は、年をとったときやいざというときの

生活を現役世代みんなで支えようという考えでつく

られた仕組みです。また、国民年金は２０歳以上６０

歳未満のすべての方に加入することが義務付けられ

ています。

《国民年金のポイント》
◎将来の大きな支えになります

　国民年金は２０歳から６０歳までの方が加入し、

保険料を納める制度です。国が責任をもって運営す

るため安定していますし、年金の給付は生涯にわ

たって保障されます。

◎老後のためだけのものではありません

　国民年金は、年をとったときの『老齢年金』のほ

か、病気や事故で障がいが残ったときなどに受ける

ことができる『障害年金』や、加入者が死亡した場

合にその加入者により生計を維持されていた遺族

（「子のある配偶者」や「子」）が受けることがで

きる『遺族年金』があります。

《「学生納付特例制度」と「納付猶予制度」》
◎学生納付特例制度

　学生は一般的に所得が少ないため、本人の所得が

一定額以下の場合、申請により国民年金保険料の納

付が猶予される制度です。

　対象となる学生は、学校教育法に規定する大学、

大学院、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修

学校および各種学校（修業年限１年以上である課

程）、一部の外国大学の日本分校に在学する方です。

◎納付猶予制度

　学生でない５０歳未満の方で、本人および配偶者

の所得が一定額以下の場合、申請により国民年金保

険料の納付が猶予される制度です。

　市では、防災活動の総合的・計画的な推進を図り、市民の生命と財産を保護することを目的に「にかほ市

地域防災計画」を定めていて、今年度に計画を改訂します。このたび、改訂案がまとまりましたので皆さん

からのご意見を募集します。

検針期間検針件数（平均）

水道メーター検針員募集
▷募集人数 １人

▷対　　象 毎月期間内に検針可能な方

▷契約期間 ２月１日～３月３１日（更新あり）
※１月は引き継ぎ期間となります。

▷応募方法

　　市販の履歴書に写真を貼付し、朱書きで「メー　

　ター検針員採用応募」と記入した封筒に入れ提出

▷応募期限 １２月２５日㈬

▷採用方法 書類審査・面接（面接日は別途連絡）

▷申込・問合先

　〒018-0311

　にかほ市金浦字笹森１０７（笹森クリーンセンター）

　上下水道課　業務班☎74－7090

水道管工事による通行止めについて
上下水道課☎７４－７０９０問

▷工 事 名 砂エゴ線水道管耐震化更新工事

▷工事期間　３月２１日㈮まで

▷通行止め区間　右図のとおり

▷通行止め時間 ８：００～１７：００

▷受注業者　株式会社兼松工務店

　上下水道課では、１１月１日に次の工事を発注してい

ます。工事にともない車両全面通行止めとなりますので

ご協力をお願いします。

３６０件象潟地域 毎月２３日～２９日

検針単価（１件あたり）

水道メーター　　８０円

控除メーター　　６７円

除雪料（冬季）　５９円

チラシ配布　　　１０円

検針地域

就学援助
学校教育課☎３８－２２６６問

▷受付期間　１月６日㈪～２月２８日㈮

▷申請書類　学校教育課、税務課市民サービス班、

　　　　　　金浦市民サービスセンター、市民課市

　　　　　　民サービス班で配布

▷提 出 先　学校教育課

　　　　　　（提出時に面談をして家庭状況等を確

　　　　　　認します。）

※すでに認定を受けている

　家庭は手続不要です。

軽自動車等の所有者（使用者）や
定置場等変更に係る手続きのお願い

　経済的理由により小・中学校就学が困難な児童・

生徒の保護者に対し、就学に必要な経費の一部（学

用品費、給食費、修学旅行費等）を支援します。経

済的に困り事のある方は申請を検討ください。

　来年度、小・中学校に入学する児童・生徒がいる

保護者で１月中に申請し、認定された場合は３月中

に入学支援金を支給します。

　軽自動車税種別割は、４月１日現在定置場として

いる市町村から車両の所有者に対し課税されます。

　適正な課税のため、車検証や納税通知書の記載内

容を確認し、所有者（使用者）の死亡や譲渡による

名義変更、転出や転入による住所や定置場の変更等

について届出をお願いします。

※変更の届出先は車両の種類によって異なります。

①原動機付自転車（１２５ｃｃ以下のバイク）およ
　び小型特殊自動車（農耕作業用等）

②軽自動車

▷届出先　税務課☎４３－7５０５

　　　　　金浦市民サービスセンター、市民課市民

　　　　　サービス班

▷届出先　秋田県軽自動車協会☎０１８－８９６－６８１１

　　　　　本荘自動車協会（車検場）☎２２－２１１３

③軽二輪、小型二輪
▷届出先　秋田運輸支局☎０５０－５５４０－２０１２

通行止め区間


